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ISS レポートに対する当社の見解について 

 

2020 年 6 月 18 日に開催予定の第 53 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）第 3 号議案において当社

が社外監査役として選任をお願いしております候補者の菊池きよみ氏に対し、議決権行使助言会社

Institutional Shareholder Services,Inc.（以下、「ＩＳＳ」）より反対推奨する旨のレポート（以下、「本レポ

ート」）が発行されている事実を確認いたしました。 

第３号議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の株主総会参考書類に記載のとおりでありますが、

本レポートに対する当社の見解につきまして、下記のとおりご説明いたします。 

株主の皆様には改めて本議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. ISS の判断理由 

ISS は、当社社外監査役である菊池きよみ氏に関して独立性が無いと判断しており、理由は取引関係があり、

政策保有銘柄である「みずほフィナンシャルグループ」の出身者であるとされています。 

 

2. 当社の見解 

ISS が独立性を認めていない菊池きよみ氏の在籍歴についての当社見解は以下の通りです。 

・菊池氏が 1986 年 4 月から 1990 年 12 月まで在籍していた旧㈱第一勧業銀行は、現在の㈱みずほ銀行の前

身の 1 社ではありますが、それは 30 年も前の事実であり、同氏がその後みずほフィナンシャルグループに

在籍していたことはございません。 

・また同氏は旧㈱第一勧業銀行退行後、弁護士資格を取得し、他法律事務所や外資系証券会社等を経て現在

の法律事務所にて 2008 年から弁護士として勤務していますが、自身は当該事務所にてみずほフィナンシ

ャルグループに関連する業務は一切扱っていないことを確認しております。 

・上記のこともふまえ、菊池氏の独立性は十分確保されていると考えています。 

・菊池氏は会社法に定める社外監査役に関する規定、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性判

断基準を満たしております。菊池氏を社外監査役候補者とした理由につきましては、当社第 53 回定時株主

総会招集通知をご参照ください。（当社ホームページ https://www.gecoss.co.jp/investors/stock/） 

 

(注)本資料は、法令に定める株主総会参考書類とは別に、議案に関する補足情報を提供することを目的として 

います。                                       

以 上 


